
令和８年度　松島町上級（大学卒業程度）職員採用試験実施要領 

 

 

１　試験区分、職種、職務内容 

 ①一般・新卒者対象

(注)採用予定人数は、各職種若干名です。 

 

②実務経験者対象 

　(注)採用予定人数は、各職種若干名です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 試験区分 職　　種 職　　務　　内　　容

 

上　級 

(大学卒業程度)

行　　政
町の政策、法務、まちづくり、福祉、産業振興など幅広

く行政事務に従事します。

 行　　政 

（障がい者）

町の政策、法務、まちづくり、福祉、産業振興など幅広

く行政事務に従事します。

 
土　　木

土木技術業務に従事しますが、行政事務にも従事するこ

ともあります。

 
建　　築

建築技術業務に従事しますが、行政事務にも従事するこ

ともあります。

 試験区分 職　　種 職　　務　　内　　容

 

上　級 

（大学卒業程度）

土木(民間企業

等経験者)

土木技術業務に従事しますが、行政事務にも従事するこ

ともあります。

 建築（民間企業

等経験者）

建築技術業務に従事しますが、行政事務にも従事するこ

ともあります。



 ２　受験資格

　　下記（１）の資格を有し、（２）の欠格事項のいずれにも該当しない者であれば受験できます。 

（１）資格 

 ①一般・新卒者対象

 

 ②実務経験者対象

※実務経験者について 

民間企業等における実務経験には、公務員としての実務経験も含みますが、１年以上継続し

て就業した期間のみが該当し、アルバイトやパートタイマーとしての就業期間は含まれません。 

また、現在就業中の方については、令和８年５月１日までの実務経験とします。 

なお、最終合格者決定後、実務経験期間を確認するため、実務経験証明書を提出していただ

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 試験区分 職　　種 受　　験　　資　　格

 

上　級

行　　　政

平成９年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法による大学

（短期大学を除く。）を卒業した者又は令和９年３月３１日ま

でに卒業する見込みの者

 

行　　　政 

（障がい者）

 次のすべての要件に該当する者

(1)平成９年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法による大

学（短期大学を除く。）を卒業した者又は令和９年３月３１

 日までに卒業する見込みの者

(2)自力により通勤でき、かつ、介護者なしに一般事務職として

 の職務の遂行が可能な者

(3)身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている者

 

土 木

平成４年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法による大学

（短期大学を除く。）において土木系学科を専攻し、同学校を

卒業した者又は令和９年３月３１日までに卒業する見込みの者

 
建 築

平成４年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法による大学

（短期大学を除く。）において建築系学科を専攻し、同学校を

卒業した者又は令和９年３月３１日までに卒業する見込みの者

 試験区分 職　　種 受　　験　　資　　格

 

上　級

土　　　木 

（民間企業等 

経験者）

昭和６２年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法による大

学（短期大学を除く。）を卒業し、民間企業等で土木関係の調

査、設計、測量、工事監理の職務経験が通算３年以上ある者

 建　　　築 

（民間企業等 

経験者）

昭和６２年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法による大

学（短期大学を除く。）を卒業し、民間企業等で建築関係の調

査、設計、測量、工事監理の職務経験が通算３年以上ある者



 （２）欠格事項

 　　イ　日本の国籍を有しない者

　　ロ　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中　　　

 　の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者

    ハ　松島町職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

　　ニ　日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の　　　

 　団体を結成し、又はこれに加入した者

 

 

３　試験の方法 

 試験は第１次試験、第２次試験とし、第２次試験は第１次試験合格者に対してのみ行います。

（１）第１次試験 

①一般・新卒者対象【行政・土木・建築】 

 

②実務経験者対象【土木・建築の民間企業等経験者】 

 

（２）第２次試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 試　　験 方　　　　　　　　法

 教養試験 

(９０分)

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推理、数的推

理及び資料解釈に関する一般知能について５肢択一式による筆記試験

  性格特性検査

（２０分）
職務遂行に必要な適性についての検査

 専 門 試 験 

（上級１２０分）
【土木・建築のみ】 

 各職種の専門的知識及び能力についての試験

※行政・社会福祉士は、専門試験を実施しません。

 試　　験 方　　　　　　　　法

 
教養試験 

（６０分）

論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を分析する

力、国内外の社会情勢への理解等を確認するための基礎的な出題 

※基礎的な内容が出題されるため、特別な準備や対策は不要です

  性格特性検査

（２０分）
職務遂行に必要な適性についての検査

 専 門 試 験 実施しません

 試　　験 方　　　　　　　　法

 論 文 試 験 

（９０分）
文章による表現力、内容構成等の能力について論文による筆記試験

 人 物 試 験 

（１５分）
個別面接により主として人物についての試験

 
資 格 調 査 受験資格の有無、受験申込書に記入された内容の真否等についての調査



 ４　試験日及び場所

 

 ５　合格者の発表

（１）第１次試験合格者の発表は、令和８年８月１４日(金)に町役場前掲示場に掲示するほか合格者

 に通知します。（発表はこれより早くなる場合があります。）

（２）最終合格者の発表は、令和８年９月１８日（金)に町役場前掲示場に掲示するほか合格者に通知

します。（発表はこれより早くなる場合があります。） 

 

 ６　給与

（１）初任給については、おおむね大学卒で２３２，０００円です。ただし、職歴等により加算され

 る場合があります。

（２）上記（１）のほか、給与条例の規定に従い、扶養手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当等が

 支給されます。

 

 ７　受験手続及び受付期間

 （１）受験申込書の請求

 　　　受験申込書は、町役場に請求してください。

　　　なお、郵便で請求する場合は、封筒の表に受験申込の職種が分かるように「職員採用統一試験

受験申込書請求（職種名）」と朱書し、宛先を明記の上、１８０円切手を貼った返信用封筒（Ａ

 ４サイズが入る大きさ）を必ず同封してください。

 （２）受験申込先

 　　　松島町総務課総務管理班あて

 　　　〒９８１－０２１５　松島町高城字帰命院下一１９番地の１

 （３）受付期間

　　　令和８年５月１日（金）～ 令和８年６月８日（月） 

 　　　申込受付は、平日の午前８時３０分から午後５時までです。

　　　郵便の場合は、令和８年６月８日（月)までに上記の受験申込先に届いたものに限り受け付けま

すので、「書留郵便」等の確実な方法によってください。 

 （４）提出書類

　　イ　受験申込書　　　 １部（所定の受験申込書を使用すること。） 

受験申込書に必要事項を記入し、所定の箇所に写真を貼ってください。

（写真のない場合は受付できません。） 

 　　ロ　実務経験申出書　１部（民間企業等経験者枠で受験される方のみ）

 　　ハ　行政(障がい者)の職種を受験する場合は身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

 ニ　受験料　　　　　不要

　　ホ　郵便申込の場合は、宛先を明記し、１１０円切手を貼った定形サイズの返信用封筒を同封し

 てください。

 

 ８　その他

 （１）申込を受理された受験申込者には受験票を交付します。

（２）この試験についてのお問い合わせは、松島町総務課総務管理班（電話022-354-5701）でお答え

します。なお、郵送で問い合わせる場合は、必ず宛先明記の往復はがきを使用するか、又は１１

０円切手を貼った宛先明記の定形サイズの返信用封筒を同封してください。

 区　　分 第　１　次　試　験 第　２　次　試　験

 
日　　時

 令和８年７月１２日（日）

試験 午前１０時～（受付 午前９時～）
令和８年８月下旬～９月上旬

 
場　　所

宮城県自治会館 
(仙台市青葉区上杉１－２－３) １次試験合格者に通知します。


